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１ 高齢者人口の推移
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【％】【人】
高齢者人口の推移

85歳以上人口 75-84歳人口 前期高齢者人口(65-74) 高齢化率

※令和８年までは１月１日現在の住民基本台帳の実績値
※令和12年以降は第９期計画推計値

●高齢者人口
令和22年には約3万5千人増加

●前期高齢者人口
令和22年には約3万2千人増加

１１ 区の高齢者を取り巻く状況

実績 推計



2

２ 要介護認定者数・介護給付費の推移

35,460 35,934 36,076 36,676
37,231 37,008

38,541 39,655
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【億円】
【人】

要介護認定者数・介護給付費の推移

要介護認定者数 介護給付費

実績 推計

※要介護認定者数は各年度９月末時点の人数※介護給付費は各年度１年間の金額 ※推計値は第９期計画推計値

●要介護認定者数
令和22年には約３千人増加

●介護給付費
令和６年度の599億円から、
令和22年度には704億円に増加する見込み

実績 推計
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３ ひとり暮らし高齢者等の推移

53,737 
58,754 

65,677 

87,795 

30,431 30,861 32,222 

36,730 

33.3 
35.6 

38.1 

43.9 

0.0
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令和3年 令和8年 令和12年 令和22年

【％】【世帯】 ひとり暮らし高齢者等の推移

ひとり暮らし高齢者世帯数 高齢者のみ世帯数 ひとり暮らし高齢者の割合

※令和８年までは１月１日現在の住民基本台帳の実績値 ※令和12年以降は第９期計画推計値

要介護認定者数 要介護認定率

ひとり暮らし 19,449人 33.1%

複数世帯 16,215人 15.3%

※令和８年１月１日時点の数値

●ひとり暮らし高齢者人口
令和22年には約２万９千人増加

●ひとり暮らし高齢者の

要介護認定率複数世帯の２倍超

実績 推計
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４ 終活への興味および区へ求める支援

●終活への興味については、“興味がある”が６割半ばとなっている。
●終活に関して区へ求める支援については、「専門の相談窓口の設置」が最も高い。

40.7

17.1

14.4

9.2

0.8

20.0

23.5

5.4

0 20 40 60
【％】

専門の相談窓口の設置

終活に関するセミナーやイベントの開催

弁護士など民間事業者への相談料等に対する補助

遺言書やエンディングノートなどの保管場所の登録サービス

その他

わからない

特にない

無回答

20.3 45.1 24.5 6.0

4.2

終活への興味（高齢者一般）

大いにある 少しある あまりない 全くない 無回答

％ ％ ％ ％

％

ｎ＝1758

終活に関して区へ求める支援（高齢者一般）

ｎ＝1758



5

５ 認知症高齢者の推移
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【％】【人】
認知症高齢者（Ⅰ以上）の推移

認知症高齢者数（Ⅰ以上） 認知症出現率
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【％】【人】
見守り又は支援が必要な認知症高齢者

（Ⅱ以上）の推移

認知症高齢者数（Ⅱ以上） 認知症出現率

●認知症高齢者（Ⅰ以上）人口
令和８年の２万８千人から令和22年には３万人に増加

●見守り又は支援が必要な認知症高齢者（Ⅱ以上）人口

令和８年の２万人から令和22年には２万２千人に増加

※東京都の「令和４年度認知症高齢者数等の分布調査」を基に推計 ※認知症高齢者（Ⅰ以上）の人口に含まれる。

※認知症に関する日常生活自立度による分類（認定調査票より）
「自立」…認知症の症状がない方（要介護認定の有無とは異なる）
「Ⅰ」…何らかの認知症の症状があるが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している方
「Ⅱ以上」…見守り等の何らかの介護・支援が必要な方 
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６ 認知症への関心の程度および印象

●認知症への関心の程度は、“関心がある”が約９割となっており、理由としては、
「自分や自分の家族が認知症になるかもしれないから」が最も高い。
●認知症の印象は、「認知症はだれもがなりうるものである」が最も高いが、「認知症

になると、地域の中で自分らしく希望を持って暮らし続けることができなくなる」が
約２割となっている。

32.6 55.1 8.7

0.9

0.1

2.6

認知症への関心の程度（高齢者一般）

とても関心がある まあまあ関心がある あまり関心がない まったく関心がない 初めて聞いた 無回答

％ ％

ｎ＝1758

66.0

29.9

30.4

9.8

2.9

2.9

2.3

0 20 40 60 80
【％】

自分や自分の家族が認知症
になるかもしれないから

自分の家族に認知症になった人が
いるから

知人や知人の家族で認知症になった
人を知っているから

身近な地域、職場などで認知症に
なった人がいるから

福祉や介護に関連した仕事を
しているから

その他

無回答

83.9

1.2

43.3

15.5

28.3

22.4

1.6

3.4

2.8

0 20 40 60 80 100

【％】

ｎ＝1758

認知症はだれもがなりうるものである

認知症は自分とは関係ない

認知症になってからも、自分なりにできる
ことがある

認知症になると、
自分では何もできなくなる

認知症になっても、地域の中で自分らしく
希望を持って暮らし続けることができる

認知症になると、地域の中で自分らしく希望を
持って暮らし続けることができなくなる

その他

特に印象はない

無回答

認知症に関心がある理由（高齢者一般） 認知症の印象（高齢者一般）

ｎ＝1542

％
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７ 施設入所申込者の推移および在宅生活の意向
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令和２年 令和５年 令和７年

【人】 都市型軽費老人ホーム

入居申込者の推移

定員数 入居申込者数

※定員数は各年４月１日時点の数値

※入居申込者数は各年９月末時点の人（令和７年のみ12月末時点）

※定員数は各年４月１日時点の数値

※入所申込者数は各年９月末時点の人数

●特養の施設数37は都内１位
●特養の入所申込者は776人

●都市型の入居申込者は約110人
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【人】 特養入所申込者の推移

特養定員数 入所申込者数
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●在宅サービスのニーズが依然として高い。
●特養への入所待機が長期化する理由としては、「医療行為が必要なため受入が困難」が

最も高い。

53.8%

50.9%

6.6%

6.7%

18.0%

23.8%

21.6%

18.5%

R４

R７
介護が必要になった場合に希望する暮らし方（高齢者一般）

自宅で、介護保険のサービスを利用 自宅で、家族や親族からの介護を受ける

介護保険サービスが受けられる施設・住宅に入所 その他

ｎ＝1157

12.7 

12.7 

17.7 

38.0 

7.6 

11.4 

0 10 20 30 40 50

その他

他施設に入所希望

入院中・通院中

医療行為が必要なため受入が困難

在宅を希望

ポイントの高い順に入所案内しているが、順番が回ってこない

【%】

特養への入所待機が長期化すると思われる理由（施設整備調査）

ｎ＝79

ｎ＝1276
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８ 介護職員の必要数の推移

※ 厚生労働省「介護人材需給 推計ワークシート」による簡易推計
※ 介護職員とは、介護サービス事業所に勤務し、直接介護を行う者をいう

12,000人

12,600人

14,600人

600人

2,600人

5,000

10,000

15,000

令和７年 令和12年 令和22年

【人】 介護職員の必要数の推移

必要となる
介護職員数

令和12年には約600人、令和22年には約2,600人がさらに必要になると見込まれている。



９ 介護事業所の運営上の課題
※上位10項目を掲載 前回調査同様に「スタッフの確保」「新規利用者の獲得が困難」

「介護報酬が低い」が上位を占めるが、「責任者など中堅人材の確
保・育成」が「スタッフの人材育成」を上回った。

5.6

9.5

11.3

12.1 

15.2

16.9

20.3

33.3 

33.8 

36.3

0 10 20 30 40 50 60 70

訪問や送迎が非効率（エリアが広い等）

他のサービス事業所との競合が激しい

設備・スタッフなどが不足し量的に利用者のニーズに応えられない

利用者や家族が介護保険制度やサービスをよく理解していない

スタッフの人材育成

利用者１人あたりの利用料が少ない

責任者など中堅人材の確保・育成

介護報酬が低い

新規利用者の獲得が困難

スタッフの確保

【%】

（51.7）

（32.0）

（32.0）

（24.3）

（19.9）

（14.1）

（10.2）

（17.1）

（9.5）

（5.6）

（ ）はR4調査結果

ｎ＝586
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10 職員の過不足状況

約６割の事業所が「職員が足りていない」と回答

ｎ＝586

〝不足″（「やや不足」と「不足」と「大いに不足」の合計）は約６割となっている。

過剰 

1.0 

適正 32.1 

やや不足 34.8 

不足 17.6 

大いに不足 9.9 

無回答 

4.6 

11

（28.9）

（32.4）

（11.3）

（21.9）

（4.1）

（1.5）

（ ）はR4調査結果

〝不足″（「やや不足」と
「不足」と「大いに不足」の合計）

62.3％（65.6％）



訪問介護員（91.5％）が最も高く、次いで介護職員（70.9％）、
ドライバー（49.5％）の順となっている。

17.5 

17.6 

25.4 

34.1 

38.5 

44.8 

47.7

49.1 

49.5

70.9

91.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

介護助手

生活相談員

事務職員

調理員

PT ･ OT ･ ST  等

介護支援専門員

看護職員

サービス提供責任者

ドライバー

介護職員

訪問介護員

【%】

ｎ＝130

ｎ＝107

ｎ＝118

ｎ＝106

ｎ＝206

ｎ＝195

ｎ＝131

ｎ＝154

ｎ＝142

ｎ＝40

ｎ＝41

12

11 職種別の職員の不足感



12 外国人介護人材の活用予定

「活用の予定はない」が最も多くなっているが、 約４割の事業所
が外国人介護人材の活用に関心を持っている。

8.2 

7.7 

46.2 

11.8 

6.5 

3.8 

15.9 

0 10 20 30 40 50 60

無回答

わからない

予定はない

関心はあるが、検討段階にはない

検討をしている

活用を予定している

活用している

【%】

ｎ＝586

（5.0）

（10.0）

（13.0）

（44.6）

（18.1）

（9.3）

（ ）はR4調査結果

13

（R4選択肢なし）



13 外国人介護人材の受入に当たっての課題
（複数回答）

外国人介護人材の日本語能力を受け入れに当たっての課題に挙げている
事業所が多い。

14

ｎ＝586

8.2 

4.4 

8.9 

6.1 

8.9 

12.5 

15.0 

19.1 

23.5 

41.0 

43.7

52.7

58.9

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答

課題はない

わからない

その他

受け入れ方法や活用方法がわからない

ストレス等により、すぐに離職してしまう不安がある

住居確保の支援に対するコストがかかる

日本語習得や日本文化理解などに対するコストがかかる

帰国等による長期休暇により、業務に支障がある

生活習慣等の違いにより、業務に支障がある

日本人職員との会話等における
意志疎通に支障がある

日本語文章力・読解力の不足等により、
業務に支障がある

利用者等との会話等における
意志疎通に支障がある

【%】



14 練馬区介護サービス事業者連絡協議会に期待すること
（複数回答）

「区や事業者間も連携強化に関する取組」が最も高く、「介護従事者の労働環
境の向上に関する取組」、「介護人材対策に関する取組」の順となっている。

15

ｎ＝586
8.5 

14.2 

2.0 

25.9 

35.0 

38.6 

38.9 

34.6 

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答

特にない

その他

職員の質の向上のための研修の充実

介護人材対策に関する取組（人材創出や介護業界

離れの防止など）

介護従事者の労務環境の向上に関する取組

区や事業者間の連携強化に関する取組

サービスの質の向上に関する取組

【%】

（40.9）

（33.9）

（33.9）

（41.1）

（42.0）

（2.8）

（11.5）

（5.0）

（ ）はR4調査結果



３ 計画の構成

第２章 区の高齢者を取り巻く現状と課題

第３章 練馬区の地域包括ケアシステム

―計画策定の趣旨・計画の位置づけ、計画の理念・目標

―人口、認定者推移、基礎調査結果、制度改正・国の動向

―地域包括ケアシステム概要、地域包括支援センター、
 日常生活圏域

第１章 計画の基本的考え方 第４章 高齢者保健福祉施策

第５章 認知症施策推進計画

第６章 介護保険事業計画

４ 今後のスケジュール

 10月 介護保険運営協議会 答申

 12月 計画（素案）の公表 ※公表後～１月中旬 パブコメ実施

令和９年 ２月 計画（案）の作成
 ３月 計画策定

令和８年 ４月～介護保険運営協議会で課題検討開始

取組の方向性
●介護が必要となる時期を遅らせるため、健康づくり・フレイル予防の
推進が必要
●ひとり暮らし高齢者等・認知症高齢者等への支援の充実が必要
●在宅と施設のバランスがとれた介護サービスの整備が必要
●介護人材の確保・育成・定着支援の強化が必要
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